
新型コロナウイルス
感染拡大防止にご協力を

市の動きについてお知らせします 市民の皆さんへのお願い

人権への配慮をお願いします
　感染者や外国の方に対する誹
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中傷、不当な差別やいじめ等があってはいけません。不当な差別や偏見、いじめ、ＳＮＳ等での誹謗中傷についての相談、�
法務省や東京都の人権相談は町田市ホームページでご確認いただけます。� 市HP�新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について � 検索

　市の最新の情報は、　町田市ホームページ（＝右記二次元バーコ
ード）「緊急情報」をご確認ください。

＜３つの「密」を避けましょう＞
①換気の悪い密閉空間� �
②多数が集まる密集場所� �
③間近で会話や発声をする密接場面
　３つの条件がそろう場所は、クラスター（集団）発生のリスクが高くなりま
す。イベントや集会で３つの「密」が重ならないように工夫しましょう。
※このほか、共同で使う物品の消毒等を行ってください。

市民の皆様へ� 町田市長　石阪　丈一
　４月７日に内閣総理大臣から新型インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく「緊急事態宣言」が出され、東京都は「感染拡大警戒地
域」に指定されました。
　都内では感染の経路が不明な感染者が急速に増えています。ご
自身や大切な方々の命と健康を守るため、ご自身が感染している
かもしれず、人にうつす可能性があると考え、行動していただくよ
うお願いいたします。市民の感染者も増えています。一人ひとりが
危機意識を持って行動することが何よりも大切です。
　市民みんなで力を合わせて、この難局を乗り切りましょう。

受診前に必ず電話をしましょう!
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新型コロナウイルスかな？と思ったら

●町田市役所代表電話☎722・3111
●新型コロナコールセンター
　☎0570・550571（ナビダイヤル、多言語による相談可）
　返03・5388・1396（聴覚障がいのある方等）
●厚生労働省電話相談窓口錆0120・565653
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●帰国者・接触者電話相談センター☎724・4238
　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝休日を除く）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　☎03・5320・4592
　上記以外の曜日・時間帯

かかりつけ医に電話相談

必要に応じて必要に応じて

　緊急事態宣言を受け、不要不急の外出は避け、感染の拡大防止にご協力をお願いし
ます。現在、市役所は開庁していますが、郵送等でできる手続きもあります。まずは町
田市ホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。
　新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されています。最新の情報は、下記ホ
ームページからご確認いただけます。
厚生労働省ホームページ　 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ 検索

市HP�新型コロナウイルス感染症について� 検索
※この記事の内容は４月７日時点の情報です。

●中止・延期するイベントや施設の休館について
＊市の主催イベント等＝５月６日まで原則、中止または延期
＊施設の休館等＝原則５月６日まで（市庁舎内食堂・カフェ、コンビニエンスス
トアのイートインスペースを含む）
※貸出施設の５月３１日までの予約について、感染拡大防止の観点でキャンセ
ルがあった場合は、キャンセル料、施設予約上のペナルティーは発生しません。

●市内での発生状況について
　４月１日から、東京都の方針に従い、感染拡大防止の強化を図るため、個人情
報保護に十分配慮し感染者の特定による偏見、差別、風評被害等が生じないよ
う留意したうえで、市区町村別の感染者数のみを公表しています。
　詳細は町田市ホームページをご覧ください。

●保健所の対応について
　保健所は感染者の行動調査の情報をもとに、濃厚接触者を把握し、健康観察
などの保健指導を行うほか、症状がある方への受診案内や施設の消毒指導な
どを実施しています。� 問保健総務課☎☎７２４・４２４１

＜基本の感染症対策をしっかりと＞
　手洗い・うがいや咳エチケットなど基本的な感染症対策に努めましょう。十
分な睡眠やバランスの良い食事などで免疫力を高め、加湿器などで湿度を５０
～６０％に保つことも大切です。また、医療機関を受診する際は、マスクを着用
しましょう。

＜正しい情報に基づき、冷静な対応を＞
　デマに惑わされず、風評被害を生じさせないよう、冷静に行動しましょう。
また、必要な方に届くよう、生活必需品等の買い占めはやめましょう。

＜新型コロナウイルスに便乗した振り込め詐欺に要注意＞
　都内では官公庁を装い、新型コロナウイルス調査と称し、ＡＴＭからお金を
振り込ませる詐欺が増えています。不審な電話がかかってきたらすぐに１１０
番通報、または町田警察署（☎☎７２２・０１１０）、南大沢警察署（☎☎０４２・６５３・
０１１０）に連絡してください。� 問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

●保育園、学童保育クラブについて
　これまで通り開園しますが、市内の保育施設を利用される方は、登園の自粛
にご協力ください。�問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７、児童青少年課☎☎７２４・２１8２

●1面　新型コロナウイルス感染
　　　  拡大防止にご協力を
●2面　2019年度　部長の「仕事
　　　  目標」年度末の評価結果

第２部

第0000号第1930号

号
2020年 
4/15

（令和２年）

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

第
２
部

町田市
ホームページ



2 2020．4．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

今号の広報紙は、１１万8446部作成し、１部当たりの単価は１１円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

2019年度　部長の「仕事目標」　年度末の評価結果
　2019年度 部長の「仕事目標」の主な取り組みについて、年度末の評価結果をご紹介します。町田市ホームページにすべての取り組みの成果及び評価結果を公
開しています。 問経営改革室☎☎７2４・2５0３
政策経営部長
� 小池　晃

経営改革室長
� 水越　祐介

広報担当部長
� 若林　眞一

総務部長
� 榎本　悦次

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

次期基本構想の策定 B 行政経営改革プランの推進 Ｃ 市民と共に地域を盛り上げる「まちだ
〇
まる

ごと大作戦」の実施 Ａ 組織能力の向上と効率的な組織運営
の実現 Ｃ

未来づくりプロジェクトの推進 Ｃ 市民参加型事業評価の開催 B 広報活動（広報紙、ホームページ等）の
質の向上 Ｃ 働きやすい職場環境の実現 D

市民の声の市政への反映 Ｃ 市役所業務の生産性の向上 Ａ 市内外の町田市に対する認知度及び
好感度の向上 Ａ 会計年度任用職員制度の導入 B

情報システム担当部長
� 中田　直樹

財務部長
� 堀場　淳

営繕担当部長
� 徳重　和弘

税務担当部長
� 小口　充

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

情報セキュリティ監査の実施 Ｃ 健全で持続可能な財政の確立 Ａ 財源と再編計画を踏まえた公共施設
の維持保全と長寿命化 Ｃ 市税収納率の維持・向上 Ｃ

ＩＣＴを活用した業務の自動化 B 公会計情報によるマネジメント機能
の強化 Ａ

特定天井（※）脱落防止対策の推進
※建築基準法で耐震化を要求されて
いる天井

Ｃ 市の債権一元化による適正な管理 Ｃ

災害時における情報システムの事業
継続性の確保 Ｃ 公用車のリース導入による効率化 B 施設管理者との連携強化 Ｃ 電子化推進による市民の利便性向上 B

防災安全部長
� 篠﨑　陽彦

市民部長
� 今野　俊哉

市民協働推進担当部長
� 平林　隆彦

文化スポーツ振興部長
� 黒田　豊

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

自主防災リーダーの育成 B 個人番号カード交付率の向上 Ｃ 地区協議会の活動支援 B 国際大会各国代表チームのキャンプ
受け入れ Ａ

協働による安全安心のまちづくりの
取り組み Ｃ コンビニにおける証明書発行の推進 B 町田市地域活動サポートオフィスに

よる地域活動の活性化 B 東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ック文化プログラムの推進 B

消防団員の確保による組織の充実 Ｃ さわやか窓口の推進 D 協働意識の向上及び庁内連携の促進 B 文化芸術拠点施設の整備 Ｃ

地域福祉部長
� 神田　貴史

いきいき生活部長
� 奥山　孝

保健所長
� 河合　江美

子ども生活部長
� 石坂　泰弘

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

市民後見人育成の推進 B 地域包括ケアシステムの深化・推進 B がん予防対策の推進 B 子どもの活動拠点及び身近な居場所
の整備 B

障がい者の相談支援体制の充実 Ｃ 「生活習慣病等予防事業実施計画（デ
ータヘルス計画）」の推進 B 自殺対策の推進 B 待機児童を解消するための施設整備 D

生活保護費の不正受給防止対策 D 良質な施設介護サービスの提供の促
進 D 妊娠期から子育て期にわたる切れ目

ない支援の充実 Ｃ 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施 Ｃ

経済観光部長
� 井上　誠

北部・農政担当部長
� 守田　龍夫

環境資源部長
� 荻原　康義

循環型施設建設担当部長
� 田中　耕一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
町田薬師池公園四季彩の杜ブランド
マネジメントの推進 B 市民が農とふれあえる環境づくり　 Ｃ 町田生きもの共生プランの推進 Ｃ 町田リサイクル文化センターにおけ

る熱回収施設等の整備 Ｃ

中心市街地活性化の推進 B 里山環境の回復や保全を促進する仕
組みの構築 D ごみの減量と資源化の推進 B 相原地区における資源ごみ処理施設

の整備 Ｃ

商工業の活性化支援 B 遊休農地の活用 B 地域美化の推進 Ｃ 上小山田地区における資源ごみ処理
施設の整備 D

道路部長
� 福田　均

都市づくり部長
� 神蔵　重徳

多摩都市モノレール推進担当部長
� 神蔵　重徳

都市整備担当部長
� 萩野　功一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

駅周辺施設の整備 B 都市づくりのマスタープランの一括
改定 B モノレール延伸を見据えたバス路線

網再編 D 鶴川駅周辺街づくりの推進 B

都市計画道路の整備 D バス路線網再編 D 交通ターミナル機能再構築を含む町
田駅周辺まちづくり Ｃ ＪＲ横浜線町田駅南地区の事業推進 Ｃ

玉川学園前駅デッキの整備 Ｃ 南町田駅周辺地区のにぎわいある拠
点づくり Ａ モノレールの延伸効果を最大限生か

すための沿線まちづくり Ｃ 町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向
上 Ｃ

下水道部長
� 野田　好章

会計管理者
� 小田島　一生

市民病院事務部長
� 亀田　文生

議会事務局長
� 古谷　健司

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
安心して住める住環境の整備（雨水幹
線等） Ｃ 財務会計事務の見直し（業務の効率

化） Ｃ 機能分化と医療連携の推進 Ｃ 議場見学の推進 B

総合地震対策整備事業の実施 D 公共下水道事業の地方公営企業法財
務適用 Ｃ 患者満足度の向上 Ｃ 情報発信の拡大 B

下水処理水の水質向上 B 財務諸表の更なる活用方策の開拓 Ｃ 経営の安定化 B 他自治体からの視察状況の把握 Ｃ

選挙管理委員会事務局長
� 水嶋　康信

監査事務局長
� 岡田　成敏

農業委員会事務局長
� 守田　龍夫

学校教育部長
� 北澤　英明

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

公平・公正な選挙執行体制の確立 Ｃ リスクアプローチ監査の充実 Ｃ 市街化調整区域における農地利用の
最適化 Ｃ 安全・快適な教育環境の整備 B

若年層の投票行動につながる啓発の
実施 Ｃ 専門的知見を活用した監査の実施 Ｃ 市街化区域における農地利用の最適

化 Ｃ ＩＣＴを活用した効果的な授業を推進す
るための環境整備 B

選挙執行体制の最適化 Ｃ 職員の能力向上による監査事務の効
率化 B 農業活動の支援 B 「えいごのまちだ」の取り組みの実施 Ｃ

生涯学習部長
� 中村　哲也

取り組み 評価
社会状況の変化に対応した生涯学習
環境の整備 B

市民が文化財に触れられる機会の拡大 Ｃ
文学への関心を育む学習の推進 B

評価基準
Ａ：当初の目標を大幅に上回る成果が上がった
Ｂ：当初の目標を上回る成果が上がった
Ｃ：目標水準を達成した
Ｄ：取り組んだが、成果が不十分である
Ｅ：取り組みが滞っている

　部長は、年度当初に年度目標を設定し、中
間期に進捗状況を確認します。また、年度末
には成果の確認と評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確認し
ます。

部長の「仕事目標」の流れ部長の「仕事目標」の流れ 年度当初 中間期 年度末

目標設定 進捗状況
確認

成果確認
及び評価

市長確認


